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No. 無償化対象施設・事業 注意点  

① 認証保育所・事業所内院内・無認可等 ①，②の施設は国の指導監督基準を 

満たす施設のみが対象 ② 居宅訪問型保育事業（ベビーシッター） 

③ 一時預かり事業 ⑤のファミリーサポートセンターは、 

預かりを含まない援助の場合(送迎 

のみなど)は補助対象外 
④ ほっとステイ 

⑤ ファミリー・サポート・センターの預かり 

⑥ 病児・病後児保育事業 
 
  

利用施設 月額補助上限金額 
令和９年４月１２日を 

過ぎて申請した場合 

認可外保育施設 
(下記表の①) 

77,000円(※１） 
37，０００円 

上記以外 
(下記表の②～⑥) 

37，０００円 

仕事や介護などの要件があれば、給付認定（保育の必要性認定）を取得する 
ことで、幼児教育・保育無償化の補助を受けることができます 

 

 

認定申請は随時受付しています。認定期間は申請日以前には遡れないため 

要件がある方は施設の利用開始前に申請してください。 

※１ 給食提供施設の月額補助上限金額は８０，０００円となります。 
※2 保育認定の期間が月の途中から、もしくは月の途中までの場合、日割りで減額を行います 
※3 保育認定は、年１回更新手続き（現況確認）があります。提出がない場合無償化対象外となります 

認証保育所を利用し認定がない方、もしくは企業主導型保育施設を利用の方は裏面へ  

「給付認定申請書」  

「就労証明書」※ 

 
１．必要書類をそろえる 
※保育の必要性を「仕事」以外の

理由で申請する場合は、「就労証

明書」以外の書類が必要です。 

 

２．書類を区に送付する 

電子申請もしくは郵送申請  

３．区から認定通知が届く 
※年に１回更新手続き 

（現況確認）を行います 

 

申請様式はこちら 
区ホームページ 
ページ ID：1403 

（２０２３年４月１日以前生まれ） 

給付認定の申請方法 
 

３～５歳児クラス向け認可外保育施設保育料補助金のご案内 
最終申請締切 

R9.4.12 

ページ ID:１４０５ 

幼児教育・保育無償化 

 

ページ ID 

１４０６ 

区内の対象施設一覧 

区外施設は園に直接

無償化対象かご確認

ください 

詳細は二次元コードもしくは世田谷区ホームページの検索メニューでページ IDを入力して検索してください。 
※補助金はすべて月額の上限金額です。施設に支払った金額が上限額より低い場合は、自己負担額までの支給です。 

 

区で審査のうえ支給 

 

給付認定 

給付認定を申請する 

就労証明書など 

 

締切までに電子申請 

園が発行した 

書類が必要です 

 

無償化対象施設を使う 

対象施設 

一覧はこちら 

最終申請締切 

R９.4.1２ 

※認可保育園の在籍期間中は、認可外保育施設利用分の補助金は対象外です 

２０２６．６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

No. 質問 回答 

１ 

幼稚園の後に認可外保育

施設等を併用した場合の

補助はどうなりますか？ 

こちらのチラシは幼稚園を利用していない方向けです。幼稚園と併用して

いる場合は、補助対象になるか・補助金額等が異なります。区ホームペー

ジ ID：１０７３４からお通いの幼稚園ごとのリンクを貼っていますので、そ

ちらからご確認ください。 

２ 

仕事をしていない場合で

も無償化は受けられます

か？ 

認定がない方は保育無償化は受給できません。認定の要件（48時間以上

の就労・出産・病気・障害・介護・災害復旧・求職・就学）のいずれかを保護

者全員が持っていれば認定の申請ができます。認定がない期間は補助金

対象外（月途中で認定を受けた場合は日割り計算）のため、必ず施設利用

開始前に認定の申請をしてください。 

３ 
現況届が届きました。提出

の必要はありますか？ 

現況届を提出しなかった場合、認定が取消しとなり、無償化の補助金は受

給できなくなります。例年６月下旬～７月上旬頃お送りしていますので、提

出漏れがないようにしてください。 

４ 
申請しなくても補助金は

もらえますか？ 

補助金の受給には区への申請手続きが必要です。 

申請から審査・支給は、四半期ごとに行います。該当制度の各 HPから必

要書類や締切についてご確認いただき、必要書類や申請漏れのないよう

にご注意ください。最終締切を過ぎた場合補助金はお支払いできません。 

５ 

認定の申請をしました。補

助金はいつ振り込まれま

すか？ 

認定の申請は、補助金の申請とは別のお手続きです。補助金の申請では、

振込先口座の指定等が必要なほか、施設発行書類の提出が必要な場合が

あります。必ず HPをご確認いただき、補助金の申請を行ってください。 

６ 

認可保育園から認可外保

育施設へ転園します。補助

金はもらえますか？ 

認可保育園の退園月の翌月から補助対象です。認可保育園の在籍期間中

は認可外保育施設利用分の補助金は対象外です。認可保育園の退園手続

きが遅れた場合、補助対象外となる場合がありますのでご注意ください。 

 

 

給付認定 月額補助上限金額 

認定なし 
（認定ありの方は表面参照） 

４０,000円（※１） 

月額補助上限金額 

3０,000円 

【補助要件】 

①各月の初日に区に住民登録がある 

②認証保育所と月４８時間以上の月極利用契約 

認証保育所 

３～５歳クラス向けＱ＆Ａ 

ページ ID 
１５０９ 

※区外認証も対象 

給付認定は補助金を受給するための要件ではありませんが

認定を受けていると、補助の上限金額が高くなります 

※１ 給食費（食材料費）に係る費用がある場合、 

別途3,00０円を上限に上乗せした補助があります 

企業主導型保育施設 

 
【補助要件】 
①各月の初日に区に住民登録がある 
②国の指導監督基準を満たす企業主導型保育施設に在園している 

ページ ID 

１５２３ 

給付認定は補助金を受給するための要件では 

ありませんが、施設を利用するにあたり、施設が 

給付認定の取得を求める場合があります 

 

※企業主導型保育施設の場合、区からの補助金の他に、園が保育料から差し引く形の

無償化があります。金額の詳細等は直接園に確認してください。 
 

【問合せ先】世田谷区子ども・若者部内 幼保補助金事務センター 03-6453-4990（平日 8:30-17:00※庁外のセンターで受電） 

【窓口】〒154-8504 世田谷区世田谷４－21－27（第 2庁舎 2階 22番窓口）保育認定・調整課 認定・給付担当 


